
【総合出店募集｜7カテゴリー】

1、骨董＆アンテーク～時のしずく蚤の市～
出店対象：骨董品、アンティーク、古道具、ヴィンテージ雑貨など

2、クラフトマルシェ(物販/食物販)
出店対象：ハンドメイド、クラフト、アート作品、ワンちゃんグッズ、フリマなどの物販
　　　　　焼き菓子・ジャム・スパイス・調味料などの食物販

3、物産マーケット(静岡/長野/山梨)
出店対象：地域の特産物・加工食品・農産物・飲食物販

4、カラダパーク
出店対象：体験・アクティビティ・運動系ワークショップなど

5、PRステーション
出店対象：地元企業・団体・学校など（PR展示、体験、販売など）

6、こども縁日
出店対象：縁日・お祭り遊び・子ども体験・くじ引きなど

7、グルメエリア(キッチンカー/テント飲食) 
出店対象： キッチンカー・テント飲食・軽食・スイーツ・ドリンク類

懐かしくて、新しい。
"見る市”から”まきこまれる市”へ

古くから十日市場地区は、ものを売り買いするだけではなく、
人が出会い、語らい、つながる場所でした。

そんな“市”の原点を、fumottoらしく、「勝手に」再現します。
笑いと体験とご縁が交差するもうひとつの十日市。
懐かしくて新しい交流のかたちがここに広がります。

名称｜ fumotto勝手に十日市2026
日時｜2026年2月7日(土)・8日(日)　9:30～16:00
場所｜fumotto南アルプス 地域交流エリア
動員｜10万人程度(参考2025年実績)
主催｜fumotto南アルプス(株式会社ヒカレヤマナシ)

< 出店お問合せ>
fumotto南アルプス 地域交流エリア(株式会社ヒカレヤマナシ)

イベント担当:⻑田   MAIL:event@hikareyamanashi.com    TEL:080-4074-2960

※今後、調整により変更となる場合があります。

レイアウト案※11月末時点



1)イベント概要(別紙参照)

2)募集内容
◇こんな方を募集いたします。
・別紙「イベント概要」へ強く共感できる方
・それを伝えたい!と心から思っている方

◇募集カテゴリ＆出店料(2日間合計、税込、基本全2日間出店できる方）
　　※1日のみ出店希望の場合はGooglフォーム内にてご相談ください。

　1、骨董＆アンティーク: 10,000円　6m×5m、テント持込+車両横付け駐車

　2-1、クラフトマルシェ(物販): 8,000円　3m×3m、テント持込

　2-2、クラフトマルシェ(食物販): 12,000円　3m×3m、テント持込

　3、物産マーケット:10,000円　3m×3m、テント持込

　4、カラダパーク: 8,000円　

　5、PRステーション:12,000円　3m×3m、テント持込

　6、こども縁日:15,000円　3m×3m、テント持込

　7-1、グルメエリア(キッチンカー) :30,000円

　7-2、グルメエリア(テント) :40,000円　3.6m×3.6m、 テント貸出

　※出店申し込み多数の場合は、主催者側で選考させていただく場合がございます。ご了承ください。

◇申込方法
　以下、申込Googleフォームより(下記QRコード)
　https://forms.gle/xKTo5J1Nix1gGHDc7
　店舗情報、販売商品、お店の紹介や意気込みなど
　フォーム回答内容の一部はWebSite/SNSへ転記いたします。

3)申込期間
　2025年12月1日(日)9:00 〜 2025年12月31日(水)17:00

4)出店説明会
　ご出店いただく方は出店説明会へご参加をお願いしております。
　会場：fumotto DINING(南アルプス市十日市場1571-1fumotto南アルプス内)
　日時：2026年1月26 日(月)16:00〜17:00(受付開始15:15〜)
　ご参加が難しい場合は、zoomでのハイブリット開催も予定しております。

5)出店者交流会
　出店説明会後に交流会を開催いたします。任意参加ですが、奮ってご参加ください。
　会場：fumotto DINING　お食事：軽食ブッフェ　お飲物：フリードリンク
　日時：2026年1月26日(月)17:00～　※出店説明会終了後、準備が整い次第開始
　費用：ソフトドリンク＞2,000円、アルコール有＞3,000円、小学生1,000円

6)出店規約(裏面参照)
　お申し込みの前に、ご確認ください。
　お申し込みをいただいた時点で、出店規約や誓約書へ同意いただいていることとなります。
　出店確定通知は、2026年1月6日までにメールにてご案内いたします。

 fumotto勝手に十日市2026 　出店募集要項

https://forms.gle/xKTo5J1Nix1gGHDc7


【出店条件について】

・以下の場合、出店をお断りさせていただきます。

　政治、風俗、宗教、反社会的勢力、未成年のみ、その他主催者が不適切と思われる団体の資金調達がある

　またはあったとみなされる場合。

・主催者の出店審査許可が下りた店舗。出店権利の譲渡や名義貸しは出来ません。

【当日のブース展開について】

・タープ(テント)、ウエイト、什器類はご自身でご準備ください。

・タープ(テント)は必ず重しをして、風に飛ばされないような設営してください。

・隣接するブースに迷惑にならないよう、決められた範囲内での展開をお願い致します。

・各出店者様の管理・責任のもと装飾、看板の設置などは自由です。風に飛ばされないようご注意ください。

・施設賠償責任保険へ加入していますが、出店者ご自身で責任を持って安全対策を踏まえた設営をしてください。

【電気の使用について】

・電源が必要な方は、1口500Wを1,000円/日(税込)にて手配いたします。フォームへご回答ください。

　但し数に限りがあるため、希望に添えない場合がございます。

【搬入・搬出について】

・具体的な搬入・搬出時間、方法については、出店説明会にてご案内させていただきます。

・出店者駐車場は1店舗1台確保いたします。

【販売する物品について】

・「危険物や法律にふれるもの」「化粧品など、保健所 / 厚生労働省による規制対象品

　(※あらかじめ主催者より許可したものは除く)」「開催主旨に不適当と思われるもの」の販売はできません。

【禁止事項について】

・火気(ガス・炭火・IH調理器)の使用は事前にご申請いただいた方に限り可能となります。

・申請なしの火気の使用はできません。 使用の際には、消火器をご自身で用意し設置してください。

・法律・公序良俗に反する行為や来場者の迷惑となる行為、行き過ぎた勧誘行為は固 くお断りいたします。

・出店者のブース内での喫煙、飲酒は禁止とさせていただきます。

【出店料について】

・出店料は、出店決定連絡時にご案内した方法(銀行振込または出店説明会時現金)でお支払いください。

・主催者判断で中止となった場合は、出店料を返金いたします。

【イベントの中止について】

・荒天を除き、雨天の場合でもイベントを開催します。

・強風、豪雨など警報などにより開催が難しいと主催者が判断した場合は、中止いたします。

【その他】

・事前の提出書類等は、遅滞なくご提出いただきますようご協力をお願い致します。

・主催者が出店にふさわしくないと判断した場合には、出店を取りやめていだきます。

・要項に変更があった場合には、適宜ご案内させていただきます。

 fumotto勝手に十日市2026 出店規約

必ず以下をお読みいただいてからエントリーをお願い致します。



「fumotto勝手に十日市2026（以下、「本イベント」）」の出店に際し、その趣旨に従い、関係法令ともに下記の

事項を厳守し、公序良俗に反しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり又はこの誓約に反した場合は、出店を差し止められ又は制限を受ける等いかなる処分を

受けても異存ありません。

記

1 、私(代表者)は出店に関する全ての行為について、関係法令の定めるところにより全ての責任を負います。

また申請内容の確認のため、本イベント主催者が必要と認める場合には、提出した書類等について関係官庁に調

査、照会することを承諾します。

2 、自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。

　(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴

　　力団をいう。以下同じ。)

　(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

　(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

　(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団　　　

　　の維持・運営に協力し、又は関与している者　

　(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

　(6) (2)から(5)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体、又は個人。

　(7) (2)から(5)に掲げる者をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

　　その他の団体又は個人。　

3 、2の者から不当な要求を受けた場合は、速やかに警察に通報いたします。

4、 出店に際して認められた目的以外の行為(容認された物品以外のものの販売・展示等)は一切行いません。

5 、主催者が指定した販売時間・販売場所等、出店ルールを順守いたします。

6 、出店の意思がなくなり、若しくは出店が不可能となった場合には速やかに主催者に連絡し指示を受けます。

7、 安全管理に万全を尽くし、火気の使用、車両の運行等について主催者の指示に従い、事故の未然防止に努め

ます。

8、 食品を販売又は取り扱う場合においては、食品衛生法の定めるところにより衛生管理に十分に配慮し、主催

者及び保健所の指導に従い食中毒の発生防止に努めます。

9 、販売品目及び販売価格は主催者が容認した範囲のものとし、有害な商品及び実行委員会が不適と判断するも

のについては販売しません。

10 、出店に際し、施設、物品等を滅失又は破損等した場合は、速やかに報告するとともに、これを現状に回復

し、又は破損等を賠償します。

11、 出店及びこれに関して発生した費用等はすべてこれを負担します。

本イベントが中止又は内容等が変更された場合も同様とし、これによって発生した費用、損害等について一切主

催者に請求いたしません。

12 、その他出店に関して疑義を生じた場合はその都度主催者と協議し、指示を受けます。

 fumotto勝手に十日市2026 誓約書


